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■策定の経緯 

年月日 会議等 内容 

平成 30 年 

7 月～8 月 

緑の基本計画策定のための 

アンケート調査 
・平成 30 年 7 月 5 日～8 月 6 日 

8 月 25 日 
第１回緑のまちづくり 

ワークショップ 

・テーマ解説：「まちづくりに緑が果たす役割」

・ワークショップ：「富田林の緑の課題につい

て」 

9 月 24 日 
第 2 回緑のまちづくり 

ワークショップ 

・テーマ解説：「緑の取り組みの新しい視点」

・ワークショップ：「緑の取り組みへの提案」

10 月 22 日 富田林市環境審議会 

・アンケート調査報告 

・ワークショップ報告 

・緑の基本計画改定方針について 

11 月 大阪府（意見照会） ・11 月～12 月 実施 

平成 31 年 

1 月 4 日 

パブリックコメント 

（意見募集） 
・1 月 4 日～1 月 31 日 実施 

2 月 5 日 富田林市環境審議会 ・緑の基本計画について 

3 月 － ・緑の基本計画の改定 

 

 

  



 

■緑のまちづくりワークショップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

■語句説明 

 

ア行 

アドプト・プログラム 

行政が、特定の公共財（道路、公園、河川

など）について、市民や民間業者と定期的に

美化活動を行うよう契約する制度のこと。美

化活動を行う主体は、地域住民などのボラン

ティアが多く、行政はそれらの活動に対し一

定の支援を行う。 

 

運動公園 

都市住民全般の主として運動の用に供す

ることを目的とする公園。 

 

エコトーン 

環境推移帯とも呼ばれ、樹林地と草地の境

界や、海岸・湖岸等の水陸の境界のように、

比較的短い距離の間で環境が移行する場所

のことをいう。狭い範囲に多様な環境を含み、

生物の生息環境として重要な場所となって

いる。 

 

エコロジカル・ネットワーク 

野生生物が生息・生育する様々な空間（森

林、農地、都市内緑地・水辺、河川、海、湿

地・湿原・干潟・藻場・サンゴ礁等）がつな

がる生態系のネットワークのこととして使

われる言葉。生態系ネットワークと呼ばれる

こともある。 

 

カ行 

街区公園 

もっぱら街区に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園。 

 

河川区域 

河川法に基づき、河川の流水が継続して存

する土地及び地形、草木の生茂の状況その他

その状況が河川の流水が継続して存する土

地に類する状況を呈している土地等として

指定する区域。 

 

近隣公園 

主として近隣に居住する者の利用に供す

ることを目的とする公園。 

 

グリーンマネジメント 

道路緑化の調査・設計から管理に至るまで

の総合的な分野において、市民参加を促進し

つつ、緑化の機能を効果的に創造すること。 

 

サ行 

市街化区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、

すでに市街地を形成している区域、及びおお

むね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化

を図るべき区域。 

 

市街化調整区域 

都市計画法に基づいて指定される区域で、

市街化を抑制すべき区域。 

 

市民農園 

 自然とのふれあいを求める市民に対し、そ

の機会等を提供するためにレクリエーショ

ン活動として野菜類等の栽培を行えるよう、

農地を一定区画に区分し、一定期間貸し付け

る菜園（農園）のこと。 

 

重要伝統的建造物群保存地区 

文化財保護法に基づいて、伝統的建造物群、

及びこれと一体をなして歴史的風致を形成

している環境を保存するため市町村が定め

た区域を、わが国にとって、その価値が特に

高いものを国が選定した地区。 

 

生物多様性基本法 

 生物多様性の保全と持続可能な利用に関

する施策を総合的・計画的に推進すること

で、豊かな生物多様性を保全し、その恵みを

将来にわたり享受できる自然と共生する社

会を実現することを目的として、平成 20 年

に制定された法律。 

 

総合公園 

都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、

運動等総合的な利用に供することを目的と

する公園。 

 

タ行 
地域制緑地 

法律等で土地利用が規制されている林地、

農地、水辺等の土地のこと。 

 

地区計画 

都市計画法に基づいて、ある一定のまとま

りを持った「地区」を対象に、その地区の実

情に合ったよりきめ細かい規制・誘導を行う

制度。 

 

地区公園 

主として徒歩圏内に居住する者の利用に

供することを目的とする公園。 

 

  



 

特定外来生物 

外来生物（海外起源の外来種）であって、

生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害

を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるもの

の中から指定されたもの。 

 

都市計画区域 

都市計画法に基づいて、「一体の都市とし

て、総合的に整備、開発及び保全する必要の

ある区域」について、都道府県が指定するも

の。 

 

都市計画マスタープラン 

都市計画法に基づいて、市町村が策定主体

となって、都市計画区域における都市づくり

の将来ビジョンを示す計画。 

 

都市公園 

都市公園法に基づいて、国や地方公共団体

が都市計画区域において設置する公園また

は緑地。 

 

都市緑地 

主として都市の自然的環境の保全並びに

改善、都市の景観の向上を図るために設けら

れている緑地。 

 

ハ行 

ビオトープ 

「地域の野生の生きものが暮らす場所」を

意味します。人工的に造った池などといった

特別なものを指すのではなく、身近にある森

林や草地、 河川や河原、池や湖沼、海や干

潟など、その地域にもともといる野生の生き

ものたちがくらしたり利用したりする、 あ

る程度まとまった場所のことを言います。 

 

保存樹木・樹林 

「富田林市古樹名木等の保存に関する規

則」に基づいて、市内に残る古樹・名木を指

定したもの。 

 

ヤ行 

谷地田 

 台地が開析されてできた谷間の低地すな

わち谷地に分布する水田。谷津田（やつだ）

ともいう。 

 

遊休農地 

 耕作の目的に供されておらず、かつ、引き

続き耕作の目的に供されないと見込まれる

農地。 

 

用途地域 

都市計画法に基づいて定める地域地区の

一つ。市街地における用途混在の防止を目的

として、住居、商業、工業など大枠の土地利

用を区分するもの。第一種低層住居専用地域

など住居系用途 8 種類、商業系用途 2 種類、

工業系用途 3種類の計 13種類がある。 

 

ラ行 

緑道 

災害時における避難路の確保、都市生活の

安全性及び快適性の確保等を図ることを目

的として、公共施設を相互に結ぶように設け

られる植樹帯及び歩行者路又は自転車路を

主体とする緑地。 

 

緑地率 

市域面積や市街地面積に対する都市公園

等と地域制緑地の面積割合。 

 

緑被地 

樹林地や農地、河川などの水辺、公園等の

植栽地のように、緑で覆われている土地のこ

と。 

 

緑被率 

ある一定の地域内における緑被地の割合。 

 

レッドデータブック 

絶滅のおそれのある野生生物に関する保

全状況や分布、生態、影響を与えている要因

等の情報を記載した図書。 
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